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(57)【要約】
【課題】物体平面に配置されるパターンを像平面内に結
像するマイクロリソグラフィ投影対物レンズにおいて迷
光を抑制する。
【解決手段】物体平面に配置されるパターンを像平面内
に結像するマイクロリソグラフィ投影対物レンズ１０が
提供され、第１対物レンズ部１６と、第２対物レンズ部
１８と、少なくとも一つの第３対物レンズ部２０とを備
え、第２対物レンズ部１８は、第１対物レンズ部１０に
おける光伝搬方向および第３対物レンズ部２０における
光伝搬方向と異なる光伝搬方向を規定し、かつ第１対物
レンズ部１０と第２対物レンズ部１８との間および第２
対物レンズ部１８と第３対物レンズ部２０との間に少な
くとも一つのビーム偏向装置２２をさらに備え、少なく
とも一つのシールド２４が、第１対物レンズ部１６から
第３対物レンズ部内２０への直接光漏れが少なくとも減
少するようにしてビーム偏向装置２２の領域に配置され
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体平面に配置されるパターンを像平面内に結像するマイクロリソグラフィ投影対物レ
ンズであって、第１対物レンズ部と、第２対物レンズ部と、少なくとも一つの第３対物レ
ンズ部とを備え、
　前記第２対物レンズ部は、前記第１対物レンズ部における光伝搬方向および前記第３対
物レンズ部における光伝搬方向と異なる光伝搬方向を規定し、
　前記第１対物レンズ部と前記第２対物レンズ部との間および前記第２対物レンズ部と前
記第３対物レンズ部との間に少なくとも一つのビーム偏向装置をさらに備え、
　少なくとも一つのシールドが、前記第１対物レンズ部から第３対物レンズ部内への直接
光漏れが少なくとも減少するようにして前記ビーム偏向装置の領域に配置される、マイク
ロリソグラフィ投影対物レンズ。
【請求項２】
　前記シールドは、前記結像ビーム経路を制限しない、請求項１に記載の投影対物レンズ
。
【請求項３】
　前記ビーム偏向装置は、互いに対してある角度で配置される第１反射面および第２反射
面を有し、かつ前記少なくとも一つのシールドは、前記ビーム偏向装置の角頂点から前記
第２対物レンズ部の方向に延びている、請求項１または２に記載の投影対物レンズ。
【請求項４】
　前記シールドは、板である、請求項３に記載の投影対物レンズ。
【請求項５】
　前記シールドは、吸収性であるまたは吸収層で被覆されている、請求項３または４に記
載の投影対物レンズ。
【請求項６】
　少なくとも一つの中間像は、前記第２および／または第３対物レンズ部で生成され、か
つ少なくとも一つのさらなるシールドは、前記中間像の領域に配置される、請求項１ない
し５のいずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項７】
　前記少なくとも一つのさらなるシールドは、前記結像ビーム経路を制限しない開口であ
る、請求項６に記載の投影対物レンズ。
【請求項８】
　前記第２対物レンズ部は、カタディオプトリックである、請求項１ないし７のいずれか
１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項９】
　前記第３対物レンズ部は、ディオプトリックである、請求項１ないし８のいずれか１項
に記載の投影対物レンズ。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つのシールドをその活性断面に対して位置調整および／または可変設
定することができる、請求項１ないし９のいずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項１１】
　前記シールドの設定を、前記結像ビーム経路を制限する前記対物レンズの開口の設定と
共通に行うことができる、請求項１０に記載の投影対物レンズ。
【請求項１２】
　前記シールドの設定は、結像に用いられる前記像視野の大きさに応じて行われる、請求
項１０または１１に記載の投影対物レンズ。
【請求項１３】
　前記シールドの設定を、照明設定として行うことができる、請求項１０ないし１２のい
ずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項１４】
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　少なくともさらなるシールドが前記物体平面からオーバ開口光を遮蔽するように配置さ
れる、請求項１ないし１３のいずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項１５】
　物体平面に配置されるパターンを像平面内に結像するマイクロリソグラフィ投影対物レ
ンズであって、少なくとも一つの光学活性表面をそれぞれ有する複数の光学部品を備え、
　前記複数の光学部品のうち、前記投影対物レンズの作動中、前記パターンを前記像平面
内に結像する前記結像ビーム経路に用いられない第１表面領域を有する少なくとも一つの
第１光学作用表面を持った少なくとも一つの第１光学部品が存在し、
　前記少なくとも一つの第１光学作用表面には、偽光を抑制するために前記第１光学作用
表面の、前記結像ビーム経路に用いられない前記第１表面領域をマスクする少なくとも一
つの第１シールドが割り当てられる、投影対物レンズ。
【請求項１６】
　前記少なくとも一つの第１シールドは、前記少なくとも一つの第１光学作用表面の直近
傍に配置される平面である、請求項１５に記載の投影対物レンズ。
【請求項１７】
　前記少なくとも一つの第１シールドは、前記少なくとも一つの第１光学作用表面の前記
直近傍に配置される開口であり、かつ前記結像ビーム経路の断面形状に適合する開口部を
前記開口の位置に有する、請求項１５に記載の投影対物レンズ。
【請求項１８】
　前記開口部は実質的に長方形である、請求項１７に記載の投影対物レンズ。
【請求項１９】
　前記少なくとも一つの第１シールドは、前記結像ビーム経路によって用いられない前記
第１表面領域上の遮蔽コーティングである、請求項１５に記載の投影対物レンズ。
【請求項２０】
　前記少なくとも一つの第１シールドは、結像に用いられる前記光の波長において反射性
である、請求項１５ないし１９のいずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項２１】
　前記少なくとも一つの第１シールドは、結像に用いられる前記光の波長について吸収性
である、または吸収コーティングが設けられる、請求項１５ないし２０のいずれか１項に
記載の投影対物レンズ。
【請求項２２】
　前記シールドの吸収度は、少なくとも約９５％であり、好ましくは少なくとも約９８％
である、請求項２１に記載の投影対物レンズ。
【請求項２３】
　前記少なくとも一つの第１シールドは光触媒特性を有する、請求項２１または２２に記
載の投影対物レンズ。
【請求項２４】
　前記少なくとも一つの第１シールドが割り当てられる前記少なくとも一つの第１光学作
用表面は、近傍表面、特に前記結像ビーム経路の中間像の近傍または前記像平面もしくは
前記物体表面の近傍に位置決めされる表面である、請求項１５ないし２３のいずれか１項
に記載の投影対物レンズ。
【請求項２５】
　前記少なくとも一つのシールドは、前記物体平面と前記投影対物レンズの前記第１光学
部品との間および／または前記投影対物レンズの最後の光学部品と前記像平面との間に配
置される、請求項１５ないし２４のいずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項２６】
　少なくとも一つの光学作用表面に前記少なくとも一つのシールドが割り当てられる前記
少なくとも一つの光学部品は鏡である、請求項１５ないし２５のいずれか１項に記載の投
影対物レンズ。
【請求項２７】
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　少なくとも一つの光学作用表面に前記少なくとも一つのシールドが割り当てられる前記
少なくとも一つの光学部品はレンズである、請求項１５ないし２６のいずれか１項に記載
の投影対物レンズ。
【請求項２８】
　前記少なくとも一つの第１シールドをその活性断面に対して位置調整および／または可
変設定することができる、請求項１５ないし２７のいずれか１項に記載の投影対物レンズ
。
【請求項２９】
　前記少なくとも一つの第１シールドの設定を、前記結像ビーム経路を制限する前記投影
対物レンズの開口の設定と共通に行うことができる、請求項２８に記載の投影対物レンズ
。
【請求項３０】
　前記少なくとも一つの第１シールドの設定は、結像に用いられる前記像視野の大きさに
応じて行われる、請求項２８または２９に記載の投影対物レンズ。
【請求項３１】
　前記少なくとも一つの第１シールドの設定を、照明設定として行うことができる、請求
項２８ないし３０のいずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項３２】
　前記複数の光学部品は、前記投影対物レンズの作動中、前記パターンを前記像平面内に
結像するための前記結像ビーム経路によって用いられないさらなる表面領域を有する、少
なくとも一つのさらなる光学作用表面を有する少なくとも一つのさらなる光学部品を有し
、前記少なくとも一つのさらなる光学作用表面は、前記さらなる光学作用表面の前記結像
ビーム経路によって用いられない前記さらなる表面領域をマスクする少なくとも一つのさ
らなるシールドが割り当てられる、請求項１５ないし３１のいずれか１項に記載の投影対
物レンズ。
【請求項３３】
　前記複数の光学部品は少なくとも２つの鏡を備える、請求項１５ないし３２のいずれか
１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項３４】
　前記複数の光学部品は少なくとも４つの鏡を備える、請求項３３に記載の投影対物レン
ズ。
【請求項３５】
　液浸対物レンズとして設計される、請求項１５ないし３４のいずれか１項に記載の投影
対物レンズ。
【請求項３６】
　少なくともさらなるシールドが前記物体平面からのオーバ開口光を遮蔽するように配置
される、請求項１５ないし３５のいずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項３７】
　物体平面に配置されるパターンを像平面内に結像するマイクロリソグラフィ投影対物レ
ンズであって、少なくとも一つの鏡を含む複数の光学部品を備え、
　前記パターンを前記像平面に結像するために用いることができる結像ビーム経路は、前
記少なくとも一つの鏡の領域において、互いに対して斜めに延び、走行しかつ重複領域で
少なくとも部分的に互いに重複し、かつ前記重複領域の外部で間隙によって互いに間隔が
開けられているビーム経路セグメントを有し、
　偽光を抑制する少なくとも一つのシールドが前記間隙に配置される、投影対物レンズ。
【請求項３８】
　前記複数の光学部品は、第１鏡および少なくとも一つの第２鏡を含み、前記ビーム経路
セグメントの一つは前記第２鏡によって反射されるビーム経路セグメントであり、かつ前
記ビーム経路セグメントの他の一つは前記第１鏡によって反射されるビーム経路セグメン
トであり、前記少なくとも一つのシールドは、前記２つの反射ビーム経路セグメント間の
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前記間隙における前記第１鏡と前記少なくとも一つの第２鏡との間に配置される、請求項
３７に記載の投影対物レンズ。
【請求項３９】
　前記少なくとも一つのシールドは板または開口である、請求項３７または３８に記載の
投影対物レンズ。
【請求項４０】
　前記少なくとも一つのシールドは前記第１鏡上に固定される、請求項３８または３９に
記載の投影対物レンズ。
【請求項４１】
　物体平面に配置されるパターンを像平面内に結像するマイクロリソグラフィ投影対物レ
ンズであって、複数の光学部品と、第１瞳孔平面および少なくとも第２瞳孔平面とを備え
、
　システム開口を規定する第１開口絞りは、前記第１瞳孔平面の近くに少なくとも配置さ
れ、少なくとも第２開口絞りをさらに備える、投影対物レンズ。
【請求項４２】
　前記少なくとも一つの第２開口絞りは前記第１または第２瞳孔平面の近くに配置される
、請求項４１に記載の投影対物レンズ。
【請求項４３】
　前記少なくとも一つの第２開口絞りは前記少なくとも一つの第２瞳孔平面に配置される
、請求項４２に記載の投影対物レンズ。
【請求項４４】
　前記少なくとも一つの第２開口絞りは固定開口絞りである、請求項４１ないし４３のい
ずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項４５】
　前記少なくとも一つの第１開口絞りはその有効断面に対して調整可能である、請求項４
１ないし４４のいずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項４６】
　前記少なくとも一つの第２開口絞りは前記複数の光学部品のうちの一つの光学部品上の
非透過コーティングによって形成される、請求項４１ないし４５のいずれか１項に記載の
投影対物レンズ。
【請求項４７】
　前記少なくとも一つの第２開口絞りは前記複数の光学部品のうち２つの隣接する部品間
に配置される板によって形成される、請求項４１ないし４５のいずれか１項に記載の投影
対物レンズ。
【請求項４８】
　前記複数の光学部品のうちの前記光学部品の少なくとも一つは、非球面光学作用表面を
有する、請求項４１ないし４７のいずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項４９】
　約０．８より大きく、好ましくは約１より大きい像側の開口数を有する、請求項４１な
いし４８のいずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項５０】
　前記少なくとも一つの第２開口絞りの前記像平面に最も近い前記瞳孔平面からの距離Ｌ
は、０．５Ｄ＜Ｌ＜２Ｄとなるように選択され、式中Ｄは前記複数の光学部品のうち、前
記光学部品の最大直径を有する一つの光学部品の直径である、請求項４１ないし４９のい
ずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項５１】
　前記第１瞳孔平面と前記少なくとも一つの第２瞳孔平面との間に、少なくとも一つの中
間像平面を有する、請求項４１ないし５０のいずれか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項５２】
　請求項１ないし５１のいずれか１項に記載の投影対物レンズを有する、マイクロリソグ
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ラフィ投影露光機。
【請求項５３】
　半導体部品および他の微細構造サブアセンブリを製造する方法であって、規定パターン
を有するマスクが設けられ、前記マスクは、規定波長の紫外光で照射され、かつ請求項１
ないし５１のいずれか１項に記載の投影対物レンズを用いて、前記投影対物レンズの像平
面の領域に配置される感光性基板上に前記パターンが結像される方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物体平面に配置されるパターンを像平面に結像するマイクロリソグラフィ投
影対物レンズに関する。
　本発明は、さらに、そのような投影対物レンズを有する投影露光機に関する。
　本発明は、さらに、半導体部品および他の微細構造サブアセンブリを製造する方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　マイクロリソグラフィ投影対物レンズは、半導体部品および他の微細構造部品を製造す
る投影露光機であり、特にウエハスキャナーおよびウエハステッパーにおいて用いられる
。そのような投影露光機は、一般にマスクまたはレティクルとしても呼ばれるフォトマス
クまたは焦点板からのパターンを、感光層で被覆された対象物（基板）上に非常に高い解
像度で投影する目的を果たす。この場合、マスクは物体平面に配置され、かつ基板は投影
対物レンズの像平面に配置される。
【０００３】
　投影対物レンズの中で公知であるのは、光学素子を屈折することおよび反射することの
組み合わせ、たとえば特にレンズと鏡との組み合わせとなるものである。そのような投影
対物レンズは、カタディオプトリック（反射屈折）と呼ばれる。
　カタディオプトリック投影対物レンズの例は、下記特許文献１に開示されている。カタ
ディオプトリック投影対物レンズのさらなる例は、下記特許文献２から理解される。
【０００４】
　たとえば、下記特許文献１に開示されているカタディオプトリック投影対物レンズは、
物体平面から、第１対物レンズ部ならびそれに隣接する第２対物レンズ部、およびそれに
隣接する第３対物レンズ部を有している。ビーム偏向は、第１対物レンズ部から第２対物
レンズ部までの移行部において、第１折畳み鏡によって形成されるビーム偏向装置によっ
て生じる。第２対物レンズ部は、ビーム偏向装置に再び光を逆反射する凹面鏡を有し、か
つ第２対物レンズ部から第３対物レンズ部までの移行部においてさらなる折畳み鏡を有す
るビーム偏向装置は、次に光を第３対物レンズ部内に方向づける。２つの折畳み鏡は、互
いにほぼ９０度の角度である。しかも、この公知の投影対物レンズの場合には、光学配置
は、中間像が第３対物レンズ部において生成されるように行われている。
【０００５】
　本発明の意味において、ビーム偏向装置は、折畳み鏡によって形成されることが可能で
あるだけでなく、装置を偏向させる装置は、たとえば、ビーム偏向に好適なビームスプリ
ッタキューブまたは他の光学素子を有することができる。
　ビーム偏向を有する投影対物レンズの場合に生じることがある問題は、投影対物レンズ
を通過する光の一部分が、ビーム偏向装置において、第２対物レンズ部を抜かして第１投
影対物レンズ部から第３対物レンズ部内に直接漏れることである。したがって、規定順序
ですべての光学素子を横断する光のみが適切な結像に貢献することができるように投影対
物レンズが設計されているので、そのような迷光または偽光は投影対物レンズのすべての
光学素子を横断せず、ひいては投影対物レンズの像平面内に、投影対物レンズの物体平面
に配置されるパターンを正しく結像することができない。
【０００６】
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　上記特許文献１は、迷光または偽光を減少させるために、中間像の領域に迷光絞りを配
置することを提案している。しかしながら、このことは、第１対物レンズ部から第３対物
レンズ部内への部分的な直接光漏れの問題を効果的に軽減するものではなく、まして解決
もしない。
　すでに上述したように、マイクロリソグラフィ投影露光機は、ステッパーとしてまたは
スキャナーとして設計されている。ステッパーの場合には、正方形視野または長方形視野
が静止ウエハ上に露光される。円形視野は、完全なウエハ表面を活用することができない
という作用を有するものであり、よって半導体の大量生産用施設では用いられない。
【０００７】
　スキャナーの場合には、パターン（レティクル）およびウエハが移動し、ウエハおよび
レティクル上に露光される視野は、正方形または長方形である。スキャナーは、好ましく
は、半導体の大量生産において用いられている。
　長方形視野形状は、後の工程段階、特にウエハを個別片に分割する工程から好ましいが
、生産技術の理由で、ステッパーおよびスキャナーで用いるための投影対物レンズは、一
般に円形レンズ素子から構成されている。
【０００８】
　長方形視野露光の場合もまた、投影されたパターンの結像に貢献しない偽光が生じる。
ビーム偏向を有する投影対物レンズの場合の上述の作用に加えて、偽光が、特定の対物レ
ンズ部を抜かして一つの対物レンズ部から他の対物レンズ部内に漏れる場合が、偽光は、
一般に個々のレンズ表面およびウエハのパターン（レティクル）の表面での反射からも生
じることがあり、レンズ表面上の反射防止層の使用にもかかわらず、そのような反射はな
くならない。
【０００９】
　特定の原因にかかわらず、偽光は、露光工程によって結像される構造が偽光の背景のせ
いで広がるので、ウエハ上に落ちるとすぐ、リソグラフィ工程を妨げる。言い換えると、
投影対物レンズにおいて伝搬しておりかつ投影対物レンズの像平面に達する偽光は、パタ
ーンの像平面内への結像のコントラストを妨げる。
　すでに上述したように、投影対物レンズは、結像のために用いることができる結像ビー
ム経路が規定順序ですべての光学作用表面を横断する場合のみ、機能の点で適切に動作す
る。投影対象物のすべての光学作用表面を横断しない、または投影対物レンズのすべての
光学活性表面を実際に横断する間に適切な結像に必要とされる以外の順序で横断する偽光
によって、偽像が投影対物レンズにおいて生じている。偽光がウエハに達するために、偶
数回のさらなる反射が起きなければならない。さらなる反射は、屈折するように設計され
ているレンズ表面での反射から始まる。今後、光は他のレンズ表面で、またはカタディオ
プトリック投影対物レンズの場合には鏡で逆反射することができる。
【００１０】
　この新規ビーム経路に属する光学システムは、「拡大」光学システムとして呼ばれる。
そのような「拡大」システムは、実際の投影対物レンズのように結像する。この結像に貢
献する偽光は、多くは反射を減少させるための層も有する屈折表面での反射から主として
生じるので、確かに弱いものである。
　投影対物レンズの「拡大」光学システムは、偽像が投影対物レンズの像平面の近傍に生
成されるように、偽光をウエハの方向に誘導する。
【００１１】
　いずれにしても、偽光ができるだけ効果的に抑制される投影対物レンズが必要であるよ
うに、投影対物レンズにおける偽光は投影対物レンズの結像特性を悪化させる。
　マイクロリソグラフィ投影対物レンズにおけるさらに他の問題は、使用視野全体にわた
って均一な開口を設けるという要求に関連して生じるものである。マイクロリソグラフィ
用の投影対物レンズでは、たとえば、フォトリソグラフィ用対物レンズにおいて公知であ
るような口径食は望ましくない。先行技術から公知である投影対物レンズでは、投影対物
レンズの瞳孔平面において一つの開口絞りのみを提供するのが一般的である。しかしなが
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ら、一つの開口絞りのみでは、使用視野にわたって所望の均一開口を保証することができ
ないという光学設計が存在する。
【００１２】
　視野にわたる不均一開口の理由は、いくつかの光線は、投影対物レンズの設計開口より
大きい開口を有する物体平面から始まり、かつそのとき非常に強い収差があるので、それ
らの実際の瞳孔平面が、設計開口に等しいまたはそれより小さい開口を有する光線に属す
る瞳孔平面から間隔が開けられているものもあるということである。よって、これらのい
わゆるオーバ開口光線は、システム開口絞りによって必ずしもつぶされるものではないが
、光学部品が光伝搬を横切る方向に十分延びる場合は像平面に達することができる。これ
らのオーバ開口光線は、典型的には強い収差があり、かつ像平面に達するとき像視野の均
一性を妨げる。
【００１３】
　前述した問題に加え、またそれとは無関係に、像平面が完全に露光されないままである
ように投影対物レンズのビーム経路における光をマスクすることが、マイクロリソグラフ
ィ投影対物レンズにおける目的となる。そのようにする動機は、レンズ加熱修正のための
情報を得るために、回折強度分布を測定することであってもよい。さらに、露光工程の中
断中、所望であれば、たとえば、できるだけ均一でかつ回転対称である投影対物レンズを
加熱するために、投影対物レンズに、結像に用いられる光と相補的である照明を供給する
ことが考えられる。この場合もまた、光が像平面に入らないことを確認しなければならな
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０１　２７　２２７号明細書
【特許文献２】国際公開第２００４／０１９１２８号パンフレット
【特許文献３】米国特許出願公開第２００５／０１９０４３５号明細書
【特許文献４】国際公開第２００４／１０７０１１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の目的は、その結像特性が、迷光または偽光のより効果的な抑制によって改良さ
れる、最初に述べた種類のマクロリソグラフィ投影対物レンズを提供することである。
　本発明のさらなる目的は、そのような投影対物レンズを有する投影露光機、およびその
ような投影対物レンズを用いて半導体部品を製造する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の第１態様によれば、物体平面に配置されるパターンを像平面内に結像するマイ
クロリソグラフィ投影対物レンズが提供され、第１対物レンズ部と、第２対物レンズ部と
、少なくとも一つの第３対物レンズ部とを備え、第２対物レンズ部は、第１対物レンズ部
における光伝搬方向および第３対物レンズ部における光伝搬方向と異なる光伝搬方向を規
定し、かつ第１対物レンズ部と第２対物レンズ部との間および第２対物レンズ部と第３対
物レンズ部との間に少なくとも一つのビーム偏向装置をさらに備え、少なくとも一つのシ
ールドは、第１対物レンズ部から第３対物レンズ部内への直接光漏れが少なくとも減少す
るようにしてビーム偏向装置の領域に配置される。
【００１７】
　第２対物レンズ部を抜かしつつ第１対物レンズ部から第３対物レンズ部内への直接光漏
れを、ビーム偏向装置の領域にシールドを設けることによって回避することができる。ビ
ーム偏向装置を通り過ぎて第１対物レンズ部から第３対物レンズ部内へ直接漏れ、かつパ
ターンの像平面内への結像を歪める一因となる可能性のある反射は、シールドによって無
害となる。像平面の迷光または偽光の部分は、ビーム偏向装置の領域に少なくとも一つの
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シールドを設けることによって少なくとも減少する。
【００１８】
　シールドは、好ましくは、結像ビーム経路を制限しないように配置および／または設計
されるべきである。
　本発明による投影対物レンズの場合に設けられるようなシールドは、システム開口絞り
またはそのような投影対物レンズに通常設けられる開口絞りと区別される。システム開口
絞りは結像ビーム経路を制限し、一方シールドは、開口としてまたは開口がないシールド
板として設計されるなら、結像に用いられる光の部分をできる限り制限または減少させて
はならない。
【００１９】
　公知の投影対物レンズの場合のように、ビーム偏向装置が互いに対してある角度で配置
される第１反射面および第２反射面を有するなら、少なくとも一つのシールドは、ビーム
偏向装置の角頂点から第２対物レンズ部の方向に、すなわち部分的に該第２対物レンズ部
内へ延びている。
　この場合、シールドは、好ましくは板であり、好ましくは吸収性物質から、たとえば吸
収性金属から作られる。あるいは、板上の吸収層によって吸収を達成することもできる。
理想的には、吸収特性は用いる光の波長となる。
【００２０】
　シールドに加えて、ビーム偏向装置の領域では、投影対物レンズが第２および／または
第３対物レンズ部に少なくとも一つの中間像を生成するときはいつでも、少なくとも一つ
のさらなる迷光シールドを中間像の領域に配置するのがさらに好ましい。
　このようにして、像平面に入りかつ像平面においてパターンの像を悪化させる迷光およ
び偽光の部分をさらに減少させることが可能である。
【００２１】
　中間像の領域に配置されるシールドは、好ましくは結像ビーム経路を制限しない迷光絞
りである。
　さらに、少なくとも一つの迷光シールドをその活性断面に対して位置調整することがで
きおよび／または可変であるのが好ましい。
　この場合、迷光の減少を、少なくとも一つの迷光シールドの活性断面の位置調整および
／または設定によって、たとえば板状のシールドを拡大または縮小することによって、そ
れぞれの投影対物レンズについて最適化することができ、少なくとも一つの迷光シールド
の活性断面の位置調整または設定によって結像ビーム経路が少なくとも実質的に制限され
ないという点で、最適化工程が制限されるのは有利である。
【００２２】
　迷光シールドの活性断面の位置調整および／または設定は、好ましくは用いられる対物
レンズ視野サイズの開口の照明モード（設定）に基づいて行われる。
　すでに上述したように、先に記載した迷光絞りのみが、投影対物レンズの迷光または偽
光のレベルを減少するが、照明ビーム経路を制限しないという機能を有している。
　本発明による投影対物レンズは、特にカタディオプトリック投影対物レンズであり、そ
の場合第２対物レンズ部がたとえばカタディオプトリックであり、かつ第３対物レンズ部
がディオプトリック（屈折）であり、後者はこのように屈折光学素子からのみ構成される
。
【００２３】
　本発明のさらなる態様にしたがって、物体平面に配置されるパターンを像平面内に結像
するマイクロリソグラフィ投影対物レンズが提供され、少なくとも一つの光学作用表面を
それぞれ有する複数の光学部品を備え、複数の光学作用表面のうち、投影対物レンズ作動
中、パターンを像平面内に結像する結像ビーム経路によって用いられない第１表面領域を
有する少なくとも一つの第１光学作用表面を有する少なくとも一つの第１光学部品が存在
し、少なくとも一つの第１光学作用表面には、偽光を抑制するために第１光学作用表面の
、結像ビーム経路によって用いられない第１表面領域をマスクする少なくとも一つの第１
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シールドが割り当てられる。
【００２４】
　本発明の本態様の基本的な考え方は、特に、ステッパー／スキャナーとして設計される
投影露光機において用いられるそれらの投影対物レンズの場合、およびウェハ上の四角ま
たは長方形視野が露光される場合、レンズまたは鏡であってもよい光学部品のいくつかは
、結像ビーム経路によってそれらの表面全体にわたって用いられないということである。
ここで、投影対物レンズにおいて偽光の伝搬を回避するためには、本発明による投影対物
レンズの場合、少なくとも一つの光学部品、好ましくは多数の光学部品、特にレンズの未
使用表面領域は、結像ビーム経路のために用いられないこれらの光学部品の表面領域内を
偽光が伝搬できないように、少なくとも一つのシールドによってマスクされる。それによ
って、偽光の効果的な抑制を達成することが可能である。
【００２５】
　この場合には、少なくとも一つの第１シールドが、少なくとも一つの第１光学作用表面
の直近傍に配置される板または開口絞りであることが好ましく、該開口絞りは、好ましく
は結像ビーム経路の断面形状に適合する開口部を開口の位置に有している。
　シールドとしての開口部を有する板または開口絞りの存在は、板または開口が可動設計
のものであってもよいという利点を有し、その結果として、板または開口を適切に位置決
めすることによって、偽光の抑制を最適化することが可能である。さらに、開口絞りは、
簡単な手段によって、全視野照明用投影対物レンズから除去されてもよい。
【００２６】
　開口部は、少なくとも一つのシールドが開口部を有する開口絞りである場合、好ましく
は実質的に長方形である。
　開口絞りの形態である少なくとも一つのシールドは、この手段によって、ステッパーま
たはスキャナーに存在するような長方形の結像ビーム経路に最適に適合される。
　少なくとも一つの第１シールドは、結像ビーム経路によって用いられない光学部品の少
なくとも一つの第１光学作用表面の第１表面領域上の遮蔽コーティングである場合特に好
ましい。
【００２７】
　本手段の利点は、光学部品を製造する際に、このようなコーティングがすでに設けられ
ているということにあり、光学部品の有効表面領域を計算によって事前に決定することが
可能であるということである。
　少なくとも一つのシールドが、板または開口絞りの形態で設けられるかコーティングの
形態で設けられるかにかかわらず、少なくとも一つの第１シールドが、結像に用いられる
光の波長について反射性である場合がさらに好ましい。
【００２８】
　あるいは、または偽光の反射に加えて、少なくとも一つの第１シールドが結像に用いら
れる光の波長について吸収性であるか、または該シールドに吸収コーティングが設けられ
る場合がさらに好ましい。
　反射偽光と対比した吸収偽光の利点は、偽光のさらにより有効な抑制にある。
　シールドの吸光度は、好ましくは少なくとも約９５％であり、好ましくは少なくとも約
９８％である。
【００２９】
　このようにして、偽光は吸収によって特に有効に抑制され、かつ有害なフレアーは大幅
に回避される。
　さらに、吸収シールドの場合には、少なくとも一つの第１シールドが光触媒特性を有す
る場合が好ましい。
　光触媒特性を用いて、少なくとも一つのシールドが少なくとも一つの光学部品の表面上
で板または開口絞りの形態であってもコーティングの形態であっても、さらに、シールド
の表面上で吸収された物質を分解または該分解を補助するのに有利な方法で用いることが
可能である。たとえば、炭化水素等の有害物質の光触媒分解は、投影対物レンズの気層に



(11) JP 2017-201430 A 2017.11.9

10

20

30

40

50

おけるこのような物質の濃度を減少させ、かつそれによって、透過または反射における減
少をともなうような物質は、投影対物レンズの、たとえばレンズまたは鏡の有効領域上に
沈殿しないようにする。
【００３０】
　さらなる好ましい改良形態では、少なくとも一つの第１シールドが割り当てられる少な
くとも一つの第１光学作用表面は、近傍表面、特に結像ビーム経路の中間像の近傍または
像平面もしくは物体平面の近傍に位置決めされる表面である。
　投影対物レンズの他の光学部品と比較して、視野、特に中間像の近傍に配置される光学
部品は、小さな光学使用表面のみを有し、一方光学表面の大きな部分は、結像ビーム経路
には用いられない。特にこれらの部品にコーティングの形態のシールドが割り当てられる
とき、偽光を抑制するのに特に好適であるのはまさにそのような部品である。特に、シー
ルドを、物体平面と第１レンズとの間および／または最後のレンズと像平面との間に設け
ることができる。
【００３１】
　少なくとも一つの光学活性表面に少なくとも一つのシールドが割り当てられる光学部品
は、鏡または他のレンズであってもよい。
　さらに、本発明の第１態様による投影対物レンズの場合のように、少なくとも一つの第
１シールドをその活性断面に対して位置調整および／または可変設定することができる場
合が好ましい。
【００３２】
　同様に、少なくとも一つの第１シールドの設定を、結像ビーム経路を制限する投影対物
レンズの開口の設定と共通して行うことができる場合もやはり好ましい。
　少なくとも一つの第１シールドの設定は、好ましくは特にステッパーまたはスキャナー
用の投影対物レンズと同様に、この場合結像のために用いられる像視野の大きさに応じた
ものとなる。
【００３３】
　少なくとも一つの第１シールドの設定は、好ましくは照明設定に応じて行われる。
　照明設定は、使用される視野の大きさ、およびレティクル（パターン）を照明するため
に用いられる光の角度分布として理解される。
　本発明の第２態様は、好都合なことに、カタディオプトリック投影対物レンズと同様に
、特に、レティクルとウエハとの間に一つ以上の中間像を生成するそれらの投影対物レン
ズに使用される。
【００３４】
　そのような場合、複数の光学部品は、投影対物レンズの作動中、パターンを像平面内に
結像するための結像ビーム経路によって用いられないさらなる表面領域を有する、少なく
とも一つのさらなる光学作用表面を有する少なくとも一つのさらなる光学動作部品を有し
、少なくとも一つのさらなる光学作用表面には、さらなる光学動作表面の結像ビーム経路
によって用いられないさらなる表面領域をマスクする少なくとも一つのさらなるシールド
が割り当てられる。
【００３５】
　特にコーティングの形態のシールドが割り当てられるウエハ上にレティクルを結像する
ための結像ビーム経路によって光学作用表面のみが用いられる光学部品が多いほど、より
効果的に偽光を抑制することができ、それによって投影対物レンズの結像特性はさらに改
良される。
　本発明の第２態様を、好都合なことに、特に複数の光学部品が少なくとも２つの鏡また
は少なくとも４つの鏡を有する投影対物レンズの場合に使用することができる。
【００３６】
　さらに、本発明は、いわゆる乾式対物レンズの場合に使用されるだけでなく、投影対物
レンズのウエハと終端素子との間に、光の有効波長を減少させかつ開口数を増加させる浸
液が存在する液浸対物レンズに使用することができる。
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　本発明のまたさらなる態様によれば、物体平面に配置されるパターンを像平面内に結像
するマイクロリソグラフィ投影対物レンズが提供され、少なくとも一つの鏡を含む複数の
光学部品を備え、パターンを像平面内に結像するために用いることができる結像ビーム経
路は、少なくとも一つの鏡の領域において、互いに対して斜めに延び、重複領域で少なく
とも部分的に互いに重複し、かつ重複領域の外部で間隙によって互いに間隔が開けられて
いるビーム経路セグメントを有し、偽光を抑制するための少なくとも一つのシールドが間
隙に配置される。
【００３７】
　本発明の本態様の基本的な考え方は、少なくとも一つの鏡を有するカタディオプトリッ
ク対物レンズの場合に、少なくとも一つの鏡における反射によって少なくとも部分的に重
複するが、重複領域の外部で別々に延び、そのときその間に確かに狭い間隙を残しておく
、結像ビーム経路のビーム経路セグメントがあるということである。
　そのようなビーム経路セグメントは、特にビーム経路が繰り返し通過する光学素子を有
するカタディオプトリック投影対物レンズにおいて見られる。
【００３８】
　本発明の第３態様によれば、偽光の伝搬を抑制するために、シールドがこの間隙に導入
される。それによって、偽光を抑制するためのシールドは２つのビームまたはビーム経路
セグメント間の隙間を埋める。この場合、シールドは適切な結像ビーム経路と干渉しない
が、偽光が間隙を越えて伝搬しないようにする。
　本発明の第３の態様は、複数の光学部品が少なくとも一つの第１鏡および少なくとも一
つの第２鏡を含む投影対物レンズの場合に特に有効に用いることができ、ビーム経路セグ
メントの一つは、第２鏡によって反射されるビーム経路セグメントであり、かつビーム経
路セグメントの他の一つは、第１鏡によって反射されるビーム経路セグメントであり、該
少なくとも一つのシールドは第１鏡と少なくとも一つの第２鏡との間に配置されている。
【００３９】
　この場合、２つの鏡間に配置されるシールドは、具体的には第２鏡の方へ伝搬するビー
ムがシールドの像側でさえぎられ、一方シールドを通過する光ビームが、第２鏡での反射
の後シールドの物体側によってさえぎられるということによって、両側で作用することが
できることが有利である。
　２つの鏡間の空間の多くの順次導入されたシールドによっても遮断効果を達成すること
ができる。
【００４０】
　好ましくは、少なくとも一つのシールドとして開口部を有する板または開口を提供する
ことが可能であり、該少なくとも一つのシールドは好ましくは、第１または第２鏡上に固
定される。
　しかしながら、本発明の第３態様を、２つの鏡を有する投影対物レンズに使用すること
ができるのみならず、好都合なことに３つ以上の鏡を有する他のカタディオプトリック対
物レンズに使用することもできる。
【００４１】
　本発明の第４態様によれば、物体平面に配置されるパターンを像平面内に結像するマイ
クロリソグラフィ投影対物レンズが提供され、複数の光学部品と、第１瞳孔平面および少
なくとも第２瞳孔平面とを備え、システム開口を規定する第１開口絞りは第１瞳孔平面の
近くに少なくとも配置され、かつ少なくとも第２開口絞りをさらに備える。
　本発明の本態様によれば、本発明によるマイクロリソグラフィ投影対物レンズには、少
なくとも２つの開口絞りが設けられ、一方は公知の投影対物レンズにすでに存在するシス
テム開口を規定し、少なくとも一つのさらなる開口絞りは、物体平面から出るオーバ開口
光を、このオーバ開口光が像平面に達するのを妨げるように遮蔽するのに特に役に立つこ
とがある。該少なくとも一つの第２開口絞りは、好ましくは、オーバ開口光線が結像に用
いられる光線から分離される投影対物レンズにおけるある位置に配置される。
【００４２】
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　好ましくは、少なくとも一つの第２開口絞りは、特にオーバ開口光が結像のために用い
られる光線からこの第２瞳孔平面において分離される場合、投影対物レンズの第１または
第２瞳孔平面の近くまたは第２瞳孔平面に配置される。
　少なくとも第２開口絞りがオーバ開口光をマスクするために用いられる場合、好ましく
は、結像に用いられる光線からのオーバ開口光線の分離が最大である位置に配置される。
【００４３】
　少なくとも一つの第２開口絞りは、好ましくは、瞳孔平面からのある距離Ｌに配置され
、Ｌは０．５Ｄ＜Ｌ＜２Ｄとなるように選択され、式中Ｄは複数の光学部品のうちの光学
部品の最大直径を有する一つの光学部品の直径である。
　さらに好ましい実施形態では、少なくとも一つの第２開口絞りは、複数の光学部品のう
ちの一つの光学部品上の非透過コーティングによって形成される。
【００４４】
　本手段は、開口絞りとして板を導入するのに十分な空間がない場合に有利である。非透
過コーティングを、たとえばそれぞれの光学部品の表面の一部を黒くすることによって形
成することができる。
　少なくとも一つの第２開口絞りを、オーバ開口光線をマスクするためだけでなく、シス
テム開口絞りと共動してビーム経路を遮断するために用いることができる。
【００４５】
　投影対物レンズに少なくとも第２開口絞りを設けることは、投影対物レンズが、非球面
光学作用表面を有する少なくとも一つの光学部品を有する場合に特に有利である。
　少なくとも一つの第２開口絞りを設けることは、投影対物レンズが、中間像平面によっ
て分離される少なくとも２つの瞳孔平面を有する場合にも有利である。
　少なくとも第２開口絞りを設けることのさらなる利点は、少なくとも一つの第２開口絞
りが、最大開口のためのシステム開口絞りの機能にとって代わることができるので、調整
可能なシステム開口絞りによって提供される最大口径の機械公差に対する要求を引き下げ
ることができるということである。
【００４６】
　本発明のまたさらなる利点によれば、マイクロリソグラフィ投影露光機は、前述した種
類の投影対物レンズを有する。
　本発明のまたさらなる態様によれば、半導体部品および他の微細構造部品を製造するた
めの方法が提供され、規定パターンを有するマスクが設けられ、マスクは、規定波長の紫
外光で照射され、投影対物レンズの像平面の領域に配置される感光性基板上にパターンが
結像される。
【００４７】
　さらなる利点および特徴は、次の説明から明らかとなろう。
　以下でなお説明する上記の特徴を、それぞれ特定された組み合わせのみならず、本発明
の範囲から逸脱することなく単独で用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】投影対物レンズの第１の例示的な実施形態を側面図で示す。
【図２】投影対物レンズのビーム偏向装置の領域における図１の投影対物レンズの拡大断
面図を示す。
【図３】投影対物レンズのさらなる例示的な実施形態を側面図で示す。
【図３Ａ】図３の投影対物レンズの断面を拡大して示す。
【図４】図１の投影対物レンズを備える投影露光機を模式的に示す。
【図５】図１の投影対物レンズを、偽光抑制に関する修正を加えて示す。
【図６】偽光抑制の手段を有する投影対物レンズのさらなる例示的な実施形態を示す。
【図７】偽光抑制の手段を有する投影対物レンズのまたさらなる例示的な実施形態を示す
。
【図８】偽光抑制の手段を有する投影対物レンズのまたさらなる例示的な実施形態を示す
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。
【図９】偽光抑制の手段を有する投影対物レンズのまたさらなる例示的な実施形態を示す
。
【図１０】偽光抑制の手段を有する投影対物レンズのまたさらなる例示的な実施形態を示
す。
【図１１】偽光抑制の手段を有する投影対物レンズのまたさらなる例示的な実施形態を示
す。
【図１２】本発明の他の態様による投影対物レンズのまたさらなる例示的な実施形態を示
す。
【図１２Ａ】図１２に示される投影対物レンズの部分拡大図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　本発明の例証的な実施形態を、図面に図示し、かつそれを参照して以下でより詳細に説
明する。
　図１は、物体平面１２に配置されるパターン（図示せず）を像平面１４内に結像するた
めの、一般参照符号１０を付けたマイクロリソグラフィ投影対物レンズを示している。
　投影対物レンズ１０は、第１対物レンズ部１６、第２対物レンズ部１８、および第３対
物レンズ部２０を有している。
【００５０】
　第１対物レンズ部１６は、ディオプトリックであり、かつレンズＬ１によって形成され
ている。
　第２対物レンズ部１８は、カタディオプトリックであり、かつレンズＬ２、Ｌ３および
凹面鏡Ｍ２を有している。
　第３対物レンズ部２０は、ディオプトリックであり、かつレンズＬ４～Ｌ１７および端
部平面Ｌ１８を有している。
【００５１】
　図１に示すように、第２対物レンズ部１８における光伝搬方向は、第１対物レンズ部１
２および第３対物レンズ部２０における光伝搬方向と異なっている。この結果、投影対物
レンズ１０は、２つの折畳み鏡Ｍ１およびＭ３によって示される、例示的な実施形態にお
いて形成されるビーム偏向装置２２を有している。折畳み鏡Ｍ１は、第１対物レンズ部１
６から鏡Ｍ２に向かって第２対物レンズ部内１８に入る光ビームを偏向し、第２折畳み鏡
Ｍ３は、第２対物レンズ部１８から第３対物レンズ部２０内に入る光ビームを偏向する。
【００５２】
　第３対物レンズ部２０における光伝搬方向は、第１対物レンズ部１６における光伝搬方
向に対応する。
　光を透過しないシールド２４はビーム偏向装置２２の領域に、第１対物レンズ部１６か
ら第３対物レンズ部２０への直接の光漏れ、たとえばレンズＬ１の表面からの反射を回避
するために設けられている。特にシールド２４は、第２対物レンズ部１８を抜かして第１
対物レンズ部１６から第３対物レンズ部２０内へ光が漏れるのを防ぎ、すなわち、光がレ
ンズＬ２，Ｌ３を通過しないで鏡Ｍ２で反射されるのを防ぐ。
【００５３】
　すでに述べたように、図１および図２に図示するように、ビーム偏向装置２２はその反
射表面が互いに対してある角度で配置される２つの折畳み鏡Ｍ１およびＭ３によって形成
されている。２つの反射表面、すなわち鏡Ｍ１およびＭ３は、互いに対してある角度（こ
こではほぼ９０度）で行われるビーム偏向に従って配置され、シールド２４は、第２対物
レンズ部分１８の方向において２つの鏡Ｍ１およびＭ３の角頂点から延びている。
【００５４】
　シールド２４は、板２６、たとえば、用いられる光の波長領域において吸収する金属板
である。さらに、この板には吸収層を設けることができる。しかしながら、金属板の代わ
りに、吸収性となるように被覆されていてもよい他の材料から作られる素子を用いること
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もできる。図２によれば、２つの鏡Ｍ１およびＭ３は板２６をそこに位置決めすることが
でき、かつ有効な光をマスクしないように、角頂点で互いにわずかに間隔が開けられてい
る。
【００５５】
　シールド２４は、結像ビーム経路、すなわち、結像のために用いられる光のビーム経路
を制限しないように設計され、配置されている。第２対物レンズ部１８内への光伝搬の方
向における板２６の位置決めおよび範囲は、相応して設計される。
　さらなるシールド２８は、投影対物レンズ１０における迷光のレベルをさらに減少させ
るために、第３対物レンズ部２０において作成される中間像３０の領域に配置されている
。
【００５６】
　シールド２８は、迷光の通過を減少させる迷光絞り３２を備えている。しかしながら、
迷光絞り３２は、結像ビーム経路を制限するのに役立つシステム開口絞り３４と区別され
る。対照的に、迷光絞り３２は、結像ビーム経路を制限しないが、投影対物レンズ１０に
おける迷光部分を減少させるのに役立つ。
　好ましくは、シールド２４および／またはシールド２８を、活性断面に対して位置調整
および／または可変設定することができると規定されている。たとえば迷光を減少させる
ために、シールド２４の板２６は、板２６の最適位置および最適活性断面を設定すること
ができるように可動でありかつ可変長であってよい。迷光シールドの活性断面の位置調整
および／または設定は、好ましくは、対物レンズの開口および／または用いられる物体視
野の大きさの照明モード（設定）に応じて行われる。
【００５７】
　たとえば、迷光絞り３２の場合には、迷光絞り３２の開口部断面を変更および／または
迷光絞り３２が最適位置となるように位置調整することができるように構成すると規定す
ることができる。
　投影対物レンズ１０における迷光のレベルを減少させるために、投影対物レンズ１０に
さらなるシールドを設けることができるのは自明なことである。
【００５８】
　好適に装着されたシールドによって、約３０％以上の迷光の減少が、可能な範囲内にあ
ることが明らかになってきた。
　図３は、物体平面４２に配置されるパターン（図示せず）を像平面４４に結像する、さ
らなるマイクロリソグラフィ投影対物レンズ４０を図示している。
　投影対物レンズ４０は、設計のより正確な説明のために参照が可能な上記特許文献２に
開示されている。
【００５９】
　投影対物レンズ１０と同様、投影対物レンズ４０は、カタディオプトリック投影対物レ
ンズであり、投影対物レンズ４０は、板Ｌ１およびレンズＬ２～Ｌ１１を有する第１対物
レンズ部４６、レンズＬ１２，Ｌ１３および鏡Ｍ２を有する第２対物レンズ部４８、およ
びレンズＬ１４～Ｌ２８を有する第３対物レンズ部５０を有している。
　図１の例示的な実施形態の場合におけるように、折畳み鏡Ｍ１および折畳み鏡Ｍ３を備
えるビーム偏向装置５２は、第１対物レンズ部４６と第２対物レンズ部４８との間または
第２対物レンズ部４８と第３対物レンズ部５０との間に配置される。
【００６０】
　投影対物レンズ４０の場合もまた、偏向装置５２の領域には、投影対物レンズ１０のシ
ールド２４に相当するシールド５４が設けられており、迷光が第１対物レンズ部４６から
第３対物レンズ部５０内へ漏れないようにする効果がある。
　ビーム偏向装置５２の領域における投影対物レンズ４０の拡大断面を、図３Ａに図示す
る。シールド５４に加えて、投影対物レンズ４０の場合には、投影対物レンズ４０の中間
像の領域にそれぞれ配置されるさらなるシールド５４ａおよびさらなるシールド５４ｂが
設けられている。シールド５４および５４ｂは、迷光絞りとして設計されている。
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【００６１】
　その他の点については、シールド５４の構成に関して図１のシールド２４の説明を参照
することが可能であり、すなわちシールド５４の構成はシールド２４の構成に対応してい
る。
　図４の一般参照符号６０は、たとえば、投影対物レンズ１０が用いられる投影露光機を
示している。投影露光機は、レーザの帯域幅を狭める装置６４を有するレーザ光源６２を
備えている。照明システム６６は、下流の投影対物レンズ１０のテレセントリック要求に
適合している、大きく、境界がはっきりしており、かつ非常に均質に照射された像視野を
作成する。照明システム６６は、照明モードを選択する装置を有し、かつ該照明システム
を、たとえば、さまざまな種類のコヒーレンスを有する従来の照明、環状視野照明、およ
び双極子または四重極照明間で切り替えることができる。照明システムの後に配置される
のは、マスク７０が投影対物レンズ１０の物体平面１２に存在し、かつこの平面内で走査
動作のために移動することができるようにマスク７０を保持しかつ操作する装置６８であ
る。装置６８は同様に走査駆動装置を備えている。
【００６２】
　物体平面１２に続くのは、マスク７０の像を感光層で被覆され、かつ投影対物レンズ１
０の像平面１４に配置される基板、つまりウエハ７２上に縮小して投影する投影対物レン
ズ１０である。基板、つまりウエハ７２は、マスク７０と同期して該ウエハを移動させる
ためにスキャナー駆動装置を備える装置７４によって保持されている。すべてのシステム
は、制御ユニット７４によって制御される。そのようなシステムの設計は、それらの動作
モードと同様に、それ自体公知であり、それゆえここではより詳細に説明しない。
【００６３】
　半導体部品および他の微細構造アセンブリを製造する方法の場合、マスク７０には規定
パターン（図示せず）が設けられる。照明装置６６を用いて、マスク７０はレーザ６２か
ら所定波長の紫外光で照射される。この場合、文献から十分周知であるさまざまな照明モ
ードを設定することが可能である。次に、マスク７０のパターンは、投影対物レンズ１０
を用いて、基板、つまりウエハ７２上にかつ投影対物レンズ１０の像平面１４内に結像さ
れる。この場合、さまざまな開口の開口部を設定することができる。
【００６４】
　図５は、図１の投影対物レンズ１０をもう一度示し、偽光抑制のさらなる手段が投影対
物レンズ１０に設けられている。
　偽光を抑制するために以下で説明するシールドは、これらのシールドが割り当てられる
光学部品のそれぞれの未使用表面領域をマスクするのに役に立つ。したがって、これらの
シールドの機能は、すでに上述し、かつ第２対物レンズ１８を抜かして第１対物レンズ部
１６から第３対物レンズ部２０内へ光が伝搬しないようにする機能があるシールド２４と
は異なっている。
【００６５】
　図５によれば、レンズＬ５は、対物レンズ１２を像平面１４内に結像する結像ビーム経
路によって用いられない表面領域ＵＬ５を有している。偽光を抑制するためにレンズＬ５
の未使用表面領域ＵＬ５をマスクするシールド８０は、この未使用表面領域ＵＬ５に割り
当てられる。シールド８０は、特に結像に用いられる光の波長を吸収するコーティング８
２の形態で設計される。シールド８０の吸光度は、この場合少なくとも約９５％であり、
好ましくは少なくとも約９８％である。しかしながら、コーティング８２の形態のシール
ド８０は、代替的にまたは付加的に反射特性を持つこともできる。
【００６６】
　シールド８０は、さらに好ましくは、その上に堆積される汚染物質、たとえば炭化水素
を分解するために光触媒特性を有する。それによって、光学部品間に位置決めされる投影
対物レンズ１０の気層は、それによってこれらの汚染物質が除かれる。
　レンズＬ５は、視野平面の近傍、具体的には中間像３０の近傍に位置決めされている。
しかしながら、迷光絞り３２と対照してみると、シールド８０はレンズＬ５に直接割り当
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てられ、かつコーティング８２の形態でレンズＬ５に直接塗布されている。
【００６７】
　偽光を抑制するためのシールドの割り当に好適なさらなる光学部品は、結像ビーム経路
によって用いられない表面領域ＵＬ６を有するレンズＬ６である。レンズＬ６は、やはり
レンズＬ６の光学活性表面上にコーティング８６の形態で塗布されるシールドが同様に割
り当てられている。
　像平面１４に直接隣接している最後のレンズ素子Ｌ１８は、図５に図示するように、結
像ビーム経路によって用いられない表面領域ＵＬ１８を有する。コーティング９０から形
成されるさらなるシールド８８は、同様に、両側で最後のレンズ素子Ｌ１８に割り当てら
れる。最後のレンズ素子Ｌ１８の場合には、コーティング９０は、有効な光がコーティン
グの形態のシールド８８の開口部を像平面１４までコーティングの形態で貫通することが
できるように、その上に環状で形成される。
【００６８】
　図６は、図５を参照して前述したように、偽光抑制の手段が提供されるさらなるカタデ
ィオプトリック投影対物レンズ１００を示している。投影対物レンズ１００は、設計のよ
り正確な説明について参照してもよい上記特許文献３に開示されている。
　投影対物レンズ１００は、像平面１０２内に物体平面１０１を結像する。投影対物レン
ズ１００は、物体平面１０１と像平面１０２との間に、カタディオプトリック対物レンズ
部１０５に位置決めされ、その上流に屈折対物レンズ部１０６が位置決めされ、かつその
下流に屈折対物レンズ部１０７が位置決めされる、２つの中間像１０３および１０４を生
成する。
【００６９】
　レンズおよび２つの鏡を備える投影対物レンズ１００の複数の光学部品のなかには、少
なくとも一つの光学作用表面が、投影対物レンズの動作中、物体平面１０１を像平面１０
２内に結像するための結像ビーム経路によって用いられない表面領域を有するものがある
。これらの光学部品は、シールドに直接割り当てられるのに好適である。
　コーティング１１２の形態のシールドに割り当てられるレンズ１０８は、これらの光学
部品に属している。コーティング１１２は、像側ではレンズ１０８の光学作用表面に塗布
され、かつ好ましくは、図５を参照してすでに説明したコーティング８２、８６および９
０の特性も同様に有している。
【００７０】
　投影対物レンズ１００の鏡１１４は、同様に、光によって用いられずかつ遮蔽コーティ
ング１１６が設けられる表面領域を有している。
　鏡１１４に直接隣接するレンズ１１８は、結像ビーム経路によって用いられない表面領
域を有し、かつ同様に遮蔽コーティング１２０が設けられる光学作用表面を有している。
　最後に、最後のレンズ素子１２２には、同様に遮蔽コーティング１２４が設けられる。
【００７１】
　記載したようなシールドが割り当てられる上述した光学部品は、すべて視野の近くにあ
り、レンズ１０８，１１８および鏡１１６は、中間像１０３および１０４の近傍に配置さ
れ、一方最後のレンズ素子１２２は、像平面１０２の近傍に配置されている。このような
近視野光学部品は、特に偽光を抑制する目的で、それぞれの光学部品の光学作用表面のそ
れぞれの未使用表面領域をマスクするシールドが直接割り当てられるのに好適である。
【００７２】
　図７はさらなる投影対物レンズ２００を示し、その場合偽光を抑制するために、図５お
よび図６に類似の手段が提供される。投影対物レンズ２００は、同様に上記特許文献３に
開示されている。
　投影対物レンズ２００は、物体平面２０１を像平面２０２内に結像する複数の光学部品
を有している。投影対物レンズ２００は、屈折第１対物レンズ部２１０、２つの鏡２２１
および２２２から形成されるカトプトリック（反射）第２対物レンズ部２２０、および屈
折第３対物レンズ部２３０を有している。
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【００７３】
　中間像２０３および中間像２０４は、カトプトリック対物レンズ部２２０に生成される
。
　第１対物レンズ部２１０の最後のレンズ２３２には、遮蔽コーティング２３４が設けら
れる。第３対物レンズ部２３０の第１レンズ２３６には、遮蔽コーティング２３８が設け
られる。最後のレンズ素子２４０には、遮蔽コーティング２４２が設けられる。
【００７４】
　ここでもやはり、近視野光学部品は、偽光を抑制する手段のために選択されてきた。
　最後に、図８は、さらなる投影対物レンズ３００を示し、その場合偽光を抑制する手段
が提供される。投影対物レンズ３００は、同様に上記特許文献３に開示されている。
　投影対物レンズ部３００は、物体平面３０１を像平面３０２内に結像するカタディオプ
トリック投影対物レンズである。投影対物レンズ３００は、屈折第１対物レンズ部３１０
、カトプリック第２対物レンズ部３２０、および屈折第３対物レンズ部３３０を有してい
る。
【００７５】
　カトプリック対物レンズ部３２０は、４つの鏡３０６，３０７，３２１および３２２を
有している。
　投影対物レンズ３００は、カトプリック対物レンズ部３２０に中間像を生成する。
　視野の近くの位置に位置決めされるレンズ３３２は、結像ビーム経路によって用いられ
ない表面領域を有し、かつ該レンズには遮蔽コーティング３３４が設けられる。さらなる
レンズ３３６には、遮蔽コーティング３３８が設けられ、かつさらなるレンズ３４０には
、遮蔽コーティング３４２が設けられる。
【００７６】
　最後のレンズ素子３４４には、同様に遮蔽コーティング３４６が設けられる。
　特にこのような投影対物レンズ部が液浸対物レンズとして設計される場合、最後のレン
ズ素子、たとえばレンズ素子３４４には、好ましくは、最後のレンズ素子３４４を浸液に
よる劣化から保護するコーティングが設けられる。このような場合、この保護コーティン
グを、特に遮蔽作用を用いて設計することも可能であり、すなわち保護層はそのとき最後
のレンズ素子３４４を保護するだけでなく、偽光を抑制するのにも役立つ。
【００７７】
　図９～図１１は投影対物レンズを示し、その場合本発明にしたがって偽光抑制の手段が
提供される。
　以下で説明する投影対物レンズの場合に行う偽光抑制の手段は、次の原理に基づいてい
る。少なくとも一つの鏡を有する投影対物レンズの場合には、パターンを像平面内に結像
するために用いることができる結像ビーム経路は、少なくとも一つの鏡の領域において、
互いに対して斜めに走行し、かつ重複領域において少なくとも部分的に互いに重複するビ
ーム経路セグメントを有することができる。ビーム経路セグメントは、重複領域の外部の
間隙または自由空間によって互いに間隔が開けられている。シールドは、この場合、偽光
を抑制するために間隙に配置される。このような投影対物レンズが、ビーム経路セグメン
ト間または光束間に多数のこのような間隙または自由空間を有する場合、好ましくは、こ
れらの自由空間または間隙が偽光の伝搬にもはや利用できないように、たとえば、一つ以
上の迷光絞りの形態でこれらの自由空間の各々にシールドを導入することが可能である。
このようにして偽光を有効に抑制することができる。
【００７８】
　図９は、物体平面４０２と像平面４０４との間に、第１カタディオプトリック対物部分
４０６および第２ディオプトリック対物部分４０８を有する投影対物レンズ４００を示し
ている。投影対物レンズ４００は、上記特許文献４の図５に記載されている。
　カタディオプトリック対物レンズ部４０６は、第１鏡４１０および第２鏡４１２を有し
ている。
【００７９】
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　偽光の伝搬を抑制するために、第１シールド４１４は迷光絞り４１６の形態で設けられ
、かつ第２シールド４１８は迷光絞り４２０の形態で設けられている。仕切のない設計の
迷光絞りの部分としても設計してもよい迷光絞り４１６および４２０は、図９からわかる
ように、鏡４１０および４１２の近傍に位置決めされ、迷光絞り４１６は鏡４１０と鏡４
１２との間の領域に延びている。迷光絞り４２０は、鏡４１０と鏡４１２との間の領域に
突出する部分４２２も有している。迷光絞り４１６および４２０は、光束間の自由空間が
２つの鏡４１０および４１２の間で埋められるように設置されている。迷光絞り４１６お
よび４２０の、光学軸４４０に対して半径方向に延びている部分４１６ａおよび４２０ａ
により、偽光が、後者すなわち迷光絞り４１６および４２０を抜かしつつ物体平面４０２
から第１鏡４１０に沿ってまたは第２鏡４１２に沿って通過しないようにし、かつレンズ
が第２対物レンズ部４０８を像平面４０４上に結像しないようにする。
【００８０】
　図１０は、同様に、上記特許文献４の図９に示され、かつ該文献に記載される投影対物
レンズ５００を示している。
　投影対物レンズ５００は、物体平面５０２と像平面５０４との間に、投影対物レンズ５
００が構成される、投影対物レンズ５００の２つの対物レンズ部５１４および５１６に属
する４つの鏡５０６，５０８，５１０および５１２を有している。
【００８１】
　シールド５１８，５２０および５２２は、投影対物レンズ５００の場合には、偽光の伝
搬を抑制するために設けられる。シールド５１８は、一つのサブアセンブリとして設計す
ることができる部分５２６，５２８および５３０を有する迷光絞り５２４であり、適切な
通路が、結像のために設けられる結像光用迷光絞り４２４に設けられている。シールド５
２０および５２２は、同様に結像光の光束間の自由空間に配置される迷光絞りの形態で設
計される。
【００８２】
　最後に、図１１は、上記特許文献４の図１４に図示され、かつ該文献に記載される投影
対物レンズ６００を示している。
　投影対物レンズは、物体平面６０２と像平面６０４との間、具体的には伝搬の方向に第
１鏡６０６、第２鏡６０８、第３鏡６１０、第４鏡６１２、第５鏡６１４、および第６鏡
６１６の合計６つの鏡を有している。
【００８３】
　投影対物レンズ６００における偽光の伝搬を防ぐために、多数のシールドが、鏡６０６
～６１６の領域における迷光絞り６１８，６２０，６２２および６２４の形態で配置され
、これらもやはり同様に偽光の伝搬にさからって結像のために用いられる光束間の自由空
間を遮蔽する。
　図１２は、物体平面７０２に配置されるパターンを像平面７０４内に結像するマイクロ
リソグラフィ投影対物レンズ７００の他の実施形態を示している。
【００８４】
　投影対物レンズ７００は、複数の光学部品７０５～７３３を備え、光学部品７１３，７
１７および７１８は鏡であり、光学部品７０５～７３３のうちの残りの部品はレンズであ
る。
　投影対物レンズ７００は、第１開口絞り７３８が配置される第１瞳孔平面７３６をさら
に有している。断面で調整可能である開口絞り７３８は、投影対物レンズ７００のシステ
ムまたは設計開口を規定する。第２瞳孔平面７４０は、光学部品７０７と光学部品７０８
との間に存在する。
【００８５】
　図１２の図示において、物体平面７０２のパターンの照射領域を説明する、物体平面７
０２の２つの視野点７４２および７４４を示す。光線は、視野点７４２および７４４から
光学部品７０５～７３３を伝搬し、領域７４６の像平面７０４に達する。領域７４６の像
平面７４６に達する光線は、物体平面７０２に配置されるパターンを物体平面７０４内に
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結像するために用いられる。
【００８６】
　図１２に示すように、他の光線、たとえば同じく視野点７４２から始まる光線７４９の
開口よりも大きい開口で始まる、物体面７０２の視野点７４２からの光線７４８がある。
光線７４８は、オーバ開口光線と呼ばれる。
　図１２Ａは、４つの第１光学部品７０５～７０８を拡大して示し、視野点７４２および
７４４からの光線をより詳細に示している。
【００８７】
　実際には小さな光線束であるオーバ開口光線７４８は、結像に用いられる光線から部分
的に分離され、結像に用いられる光線から部分的に分離される投影対物レンズ７００を伝
搬し、一部は結像のために用いられる光線から分離されず、後者の光線は領域７４６の像
平面７０４に達する。その代わりに、オーバ開口光線は領域７５０の像平面７０４に達す
る。オーバ開口光線７４８は、特に像平面７０４に不均一視野を生成することによって結
像を妨げる。
【００８８】
　オーバ開口光線７４８が像平面７０４に達しないようにするために、システム開口絞り
７３８に加えて、少なくとも第２開口絞りが以下に説明するように、投影対物レンズ７０
０に設けられる。
　第２開口絞りは、好ましくは、投影対物レンズ７００のある位置に配置され、そこでオ
ーバ開口光線７４８は、結像に役に立つ「通常」光線から分離される。このような位置は
、たとえば、光学部品７０６と光学部品７０７との間の空間（図１２Ａの矢印７５２を参
照）および／または光学部品７０７と７０８との間の位置（図１２Ａの矢印７５４を参照
）であってもよい。後者の場合、光学部品７０７と光学部品７０８との間の空間が小さい
ため、第２開口絞りを、露光作業に用いられる光に対して非透過的である光学部品７０７
または７０８上にコーティング７５６によって形成することができる。コーティングを、
たとえば、光学部品７０７の表面のそれぞれの部分を黒くすることによって形成すること
ができる。
【００８９】
　矢印７５２によって示す位置では、少なくとも一つの第２開口絞りを、オーバ開口光線
７４８を遮蔽するまたはマスクするための適切な遮蔽特性を有する板によって形成するこ
とができる。
　オーバ開口光線７４８をマスクするための少なくとも第２開口絞りを配置するのに非常
に好適である他の位置は、投影対物レンズ７００の領域７５８にあり、そこでオーバ開口
光線７４８は、結像に用いられ、かつ光学軸に対して最も高い光線である光線７６０から
大幅に分離される。「通常」光線よりはるかに大きい光線７４８が部品７２４から出る場
合、強く屈折されるまたは収差があることが、図１２から分かる。
【００９０】
　たとえば、第２すなわちさらなる開口絞り７６２を、光学部品７２５と光学部品７２６
との間および／または光学部品７２６と７２７との間等に配置することができる。
　第２すなわちさらなる開口絞り７６２の位置は、好ましくは、システム開口７３８から
の開口絞り７６２の距離Ｌが０．５Ｄ＜Ｌ＜２Ｄであるように選択され、式中Ｄはこの領
域の光学部品の最大直径である。
【００９１】
　たとえば、矢印７５２によって示す位置に配置した際の少なくとも一つの第２開口絞り
、すなわち開口絞り７６２は、好ましくは固定開口絞りであり、かつシステム開口を規定
する開口絞り７３８は、その有効断面に関して調整可能である。
　投影対物レンズ７００は、第１瞳孔平面７３８と第２瞳孔平面７４０との間に少なくと
も一つの中間像平面を有している。さらに、投影対物レンズ７００の光学部品７０５～７
３３の少なくも一つは、非球面光学作用表面を有していてもよい。特に非球面作用表面を
持つ部品を有する投影対物レンズでは、オーバ開口光線７４８のようなオーバ開口光線は
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、非球面部品がない投影対物レンズにおけるように大きな収差がある。したがって、少な
くとも第２開口絞りを非球面部品を有するそのような投影対物レンズに設けることは特に
有利である。
【００９２】
　図１２を参照して説明したような少なくとも第２開口絞りを、適切であれば図１～図１
１に示す投影対物レンズのうちの任意のものにも設けることができる。逆に、図１～図１
１に関して説明した偽光を遮蔽するシールドを、投影対物レンズ７００内にも設けること
ができる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図３Ａ】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１２Ａ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月4日(2017.8.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体平面に配置されるパターンを像平面に結像するマイクロリソグラフィ投影対物レン
ズであって、
　少なくとも一つの光学作用表面をそれぞれ有する複数の光学部品を備え、
　前記投影対物レンズは、第１対物レンズ部と、第２対物レンズ部と、第３対物レンズ部
とを備え、
　前記第１対物レンズ部は、前記パターンを光路に沿って第１中間像に結像するように構
成され、
　前記第２対物レンズ部は、前記光路に沿って前記第１対物レンズ部の下流にあり、前記
第１中間像を第２中間像に結像するように構成され、
　前記第３対物レンズ部は、前記光路に沿って前記第２対物レンズ部の下流にあり、前記
第２の中間像を前記像平面に結像するように構成され、
　前記投影対物レンズはさらに、前記光路に沿って前記第１対物レンズ部の下流にあるビ
ーム偏向装置を備え、
　前記複数の光学部品の内の少なくとも一つの第１光学部品は、少なくとも一つの第１光
学作用表面を有し、該表面は、前記投影対物レンズの作動中に、前記パターンを前記像平
面に結像するための結像ビーム経路によって用いられない第１表面領域を有し、
　前記少なくとも一つの第１光学作用表面は、偽光を抑制するために、前記結像ビーム経
路によって用いられない、前記第１光学作用表面の前記第１表面領域を覆う少なくとも一
つの第１シールドを割り当てられる、投影対物レンズ。
【請求項２】
　前記少なくとも一つの第１シールドは、前記少なくとも一つの第１光学作用表面に配置
される板であるか、前記少なくとも一つの第１光学作用表面から離間して配置される板で
ある、請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項３】
　前記第１シールドは、前記少なくとも一つの第１光学作用表面に配置される開口部であ
るか、前記少なくとも一つの第１光学作用表面から離間して配置される開口部であり、前
記第１シールドは、前記開口部の位置において、前記結像ビーム経路の断面形状に適合す
る開口を備える、請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項４】
　前記開口は、矩形である、請求項３に記載の投影対物レンズ。
【請求項５】
　前記少なくとも一つの第１シールドは、前記結像ビーム経路によって用いられない前記
第１表面領域上の遮蔽コーティングである、請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項６】
　前記少なくとも一つの第１シールドは、結像のために用いられる光の波長において反射
性である、請求項１から５の何れか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項７】
　前記少なくとも一つの第１シールドは、結像のために用いられる光の波長において吸収
性であるか、吸収性のコーティングと共に提供される、請求項１から５の何れか１項に記
載の投影対物レンズ。
【請求項８】
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　前記シールドの吸収率は、少なくとも９５％である、請求項７の投影対物レンズ。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの第１シールドは、光触媒特性を備える、請求項７に記載の投影対
物レンズ。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの第１シールドを割り当てられる前記少なくとも一つの第１光学作
用表面は、近視野の表面である、請求項１から５の何れか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項１１】
　前記少なくとも一つのシールドは、前記物体平面と、前記投影対物レンズの第１光学部
品との間に配置される、請求項１から５の何れか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つの第１光学作用表面が前記少なくとも一つの第１シールドを割り当
てられる前記少なくとも一つの光学部品は、鏡である、請求項１から５の何れか１項に記
載の投影対物レンズ。
【請求項１３】
　前記少なくとも一つの第１光学作用表面が前記少なくとも一つの第１シールドを割り当
てられる前記少なくとも一つの光学部品は、レンズである、請求項１から５の何れか１項
に記載の投影対物レンズ。
【請求項１４】
　前記少なくとも一つの第１シールドは、位置調整が可能であるか、その活性断面に対し
て、可変設定が可能であるか、位置調整が可能であり、かつ、その活性断面に対して、可
変設定が可能である、請求項１から５の何れか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項１５】
　前記少なくとも一つの第１シールドの設定は、前記結像ビーム経路を制限する前記投影
対物レンズの開口部の設定と共通に行われることが可能である、請求項１４に記載の投影
対物レンズ。
【請求項１６】
　前記少なくとも一つの第１シールドの設定は、結像に用いられる前記像視野の大きさに
応じて行われる、請求項１４に記載の投影対物レンズ。
【請求項１７】
　前記少なくとも一つの第１シールドの設定は、前記照明設定として行われることが可能
である、請求項１４に記載の投影対物レンズ。
【請求項１８】
　前記複数の光学部品は、少なくとも一つの追加の光学作用表面を有する少なくとも一つ
の追加の光学部品を有し、
　該追加の光学作用表面は、前記投影対物レンズの作動中に、前記パターンを前記像面に
結像するための前記結像ビーム経路によって用いられない追加の表面領域を有し、
　前記少なくとも一つの追加の光学作用表面は、前記結像ビーム経路によって用いられな
い、前記追加の光学作用表面の前記追加の表面領域を覆う少なくとも一つの追加のシール
ドを割り当てられる、請求項１から５の何れか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項１９】
　前記複数の光学部品は、少なくとも二つの鏡を備える、請求項１から５の何れか１項に
記載の投影対物レンズ。
【請求項２０】
　前記複数の光学部品は、少なくとも四つの鏡を備える、請求項１９に記載の投影対物レ
ンズ。
【請求項２１】
　前記投影対物レンズは、液浸対物レンズとして設計される、請求項１から５の何れか１
項に記載の投影対物レンズ。
【請求項２２】
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　少なくとも追加のシールドが、前記物体平面からのオーバー開口光線を遮蔽するように
配置される、請求項１から５の何れか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項２３】
　請求項１から５の何れか１項に記載の投影対物レンズを備えるマイクロリソグラフィ投
影露光装置。
【請求項２４】
　パターンを有するマスクが提供され、前記マスクが紫外光によって照射され、請求項１
から５の何れか１項に記載の投影対物レンズによって、前記パターンが、前記投影対物レ
ンズの像平面の領域に配置される感光性基板に結像される、半導体部品を製造する方法。
【請求項２５】
　前記少なくとも一つの第１光学作用表面は、前記結像ビーム経路の中間像に位置するか
、前記結像ビーム経路の中間像から離間して位置するか、前記像平面に位置するか、前記
物体平面に位置するか、前記物体面から離間して位置する、請求項１から５の何れか１項
に記載の投影対物レンズ。
【請求項２６】
　前記シールドの吸収率は、少なくとも９８％である、請求項７に記載の投影対物レンズ
。
【請求項２７】
　前記少なくとも一つのシールドは、前記投影対物レンズの最後の光学部品と前記像平面
との間に配置される、請求項１から５の何れか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項２８】
　前記少なくとも一つのシールドは、前記物体面と、前記投影対物レンズの最初の光学部
品との間に配置され、かつ、前記投影対物レンズの最後の光学部品と前記像面との間に配
置される、請求項１から５の何れか１項に記載の投影対物レンズ。
【請求項２９】
　パターンを有するマスクが提供され、前記マスクが紫外光によって照射され、請求項１
から５の何れか１項に記載の投影対物レンズによって、前記パターンが、前記投影対物レ
ンズの像平面の領域に配置される感光性基板に結像される、微細構造サブアセンブリーを
製造する方法。
【請求項３０】
　前記第３の対物レンズ部は、第１光学部品を備える、請求項１に記載の投影対物レンズ
。
【請求項３１】
　前記光線が、前記第１光学部品を２回通過する、請求項１に記載の投影対物系。
【請求項３２】
　前記第１の光学部品が前記光路に沿って前記ビーム偏向装置の直ぐ上流にある、請求項
３に記載の投影対物レンズ。
【請求項３３】
　前記第１の光学素子が前記光路に沿って前記ビーム偏向装置の直ぐ下流にある、請求項
４に記載の投影対物レンズ。
【請求項３４】
　前記第１の光学素子が前記光路に沿って前記ビーム偏向装置の直ぐ下流にある、請求項
１に記載の投影対物レンズ。
【請求項３５】
　前記光路に沿って、前記第１の光学素子と前記ビーム偏向素子との間に光学素子がない
、請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項３６】
　前記第２の対物レンズ部は、鏡及び瞳面を備え、前記鏡は、前記瞳面内又は近傍にある
、請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項３７】



(28) JP 2017-201430 A 2017.11.9

　前記第１の光学部品は、負のレンズを備える、請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項３８】
　前記ビーム偏向装置は、前記光路に沿って、前記第１対物レンズ部と前記第２対物レン
ズ部との間にあり、前記ビーム偏向装置は、前記光路に沿って、前記第２対物レンズ部と
、前記第３対物レンズ部との間にある、請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項３９】
　前記光路に沿って、前記第１中間像と前記第２中間像との間に第２ビーム偏向装置を更
に備える、請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項４０】
　前記第１光学素子は、前記頃に沿って前記ビーム偏向素子の直ぐ上流にある負のレンズ
を備える、請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項４１】
　前記第１光学素子は、前記頃に沿って前記ビーム偏向素子の直ぐ下流にある負のレンズ
を備える、請求項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項４２】
　前記ビーム偏向装置は、前記光路に沿って、前記第３対物レンズ部の上流にある、請求
項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項４３】
　前記ビーム偏向装置は、前記光路に沿って、前記第２対物レンズ部の下流にある、請求
項１４に記載の投影対物レンズ。
【請求項４４】
　前記ビーム偏向装置は、前記光路に沿って、前記第２対物レンズ部の下流にある、請求
項１に記載の投影対物レンズ。
【請求項４５】
　前記第１の光学要素は、負のレンズを備え、
　前記光路に沿って、前記第１の光学要素と前記ビーム偏向要素との間に光学素子がない
、請求項１に記載の投影対物レンズ。
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